
 

都 市 建 設 委 員 会 資 料  

令 和 6 年 6 月 1 2 日 

土木部みどりと公園課 

 
 

令和５年度東京都板橋区一般会計予算繰越明許費に係る繰越計算書について

（中台二丁目公園斜面地補強工事） 

 
 

地方自治法施行令第146条第2項に基づき、令和５年度東京都板橋区一般会計予算繰

越明許費に係る繰越計算書について報告する。 

 

1 予算科目 

令和５年度  区一般会計予算 

土木費  緑化対策費  公園管理費  公園等管理運営経費 維持管理 

 

2 繰越明許の理由 

新設デッキ階段の基礎が既存擁壁基礎にあたることが判明したため、デッキ階段

の位置や角度を変更する必要が生じた。これに伴いデッキ階段の再設計が必要とな

り納期が大幅に遅れることとなったため令和６年度に繰越明許を行う。 

なお本工事は令和６年７月に完了予定である。 

 
 

3 繰越明許費に係る繰越計算書について （単位：千円) 

事業名 予算現額 
翌年度 

繰越額 

左の財源内訳 

既収入 

特定財源 

未収入 

特定財源 
一般財源 

中台二丁目公園 

斜面地補強工事 
125,600 125,600 0 0 125,600 

 


